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(57)【要約】
　発呼者と被発呼者との間に、呼確立要求とそれに対応
する呼受諾応答とを含む呼フローに基づいて、音声また
はビデオ呼を確立する。第１の呼確立要求が、受信時に
呼を受諾する準備ができていない被発呼者の被発呼端末
に送信される。被発呼端末が呼を受諾する準備ができる
と、呼受諾応答ではなく、呼に対するリバース呼確立要
求を被発呼端末から受信する。リバース呼確立要求は、
一定の制限時間内に被発呼端末から受信したことを条件
に、発呼者に代わって自動的に受諾される。そうすると
、被発呼端末に呼受諾応答のインスタンスを送信するこ
とにより、呼が受諾される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼確立要求とそれに対応する呼受諾応答とを含む呼フローに基づき、発呼者と被発呼者
との間に、ネットワークを介して音声またはビデオ呼を確立する装置であって、
　前記ネットワークを介して通信する送受信器と、
　第１の呼確立要求を受信した時、呼を受ける準備ができていない被発呼端末に第１の呼
確立要求を送信するように構成された、前記被発呼端末は被発呼者のユーザ端末である、
発呼エンジンと、を有し、
　被発呼端末が呼を受ける準備ができると、前記発呼エンジンは前記被発呼端末から、呼
受諾応答ではなく、前記呼に対するリバース呼確立要求を受信し、
　前記発呼エンジンは、リバース呼確立要求を制限時間内に前記被発呼端末から受信する
ことを条件に、被発呼端末に呼受諾応答を送信することにより、前記発呼者に代わって前
記リバース呼確立要求を自動的に受けるように構成されている、装置。
【請求項２】
　前記発呼エンジンは、前記発呼をするクライアントアプリケーションが被発呼端末にイ
ンストールされていないとき、被発呼端末に第１の呼確立要求を送信するように構成され
、被発呼端末は、呼を受けるために、前記第１の呼確立要求を受信すると、補足的クライ
アントアプリケーションをダウンロード及び／またはインストールしなければならず、前
記第１の呼確立要求は被発呼端末への補足的クライアントのダウンロード及び／またはイ
ンストールを起動する、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　第１の呼確立要求は前記補足的クライアントアプリケーションをダウンロードするネッ
トワークロケーションへのリンクを提供する、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記発呼は、第１の通信システムにおいてユーザを識別する第１のユーザ識別子システ
ムに基づいて、前記ネットワーク上に実装された第１の通信システムを用いて行われ、第
２の通信システムにおいてユーザを識別する第２のユーザ識別子システムに基づいて、前
記ネットワーク上に実装された前記第２の通信システムもあり、前記発呼者は第１のユー
ザ識別子システムのうちの１つを有する第１の通信システムのユーザであり、前記被発呼
者は第２のユーザ識別子システムのうちの１つを有する第２の通信システムのユーザであ
る、
請求項１ないし３いずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　発呼エンジンは、被発呼者が第１の通信システムのユーザではなく、第１のユーザ識別
子システムのうちの１つを有しないとき、第１の呼確立要求を被発呼端末に送信するよう
に構成され、第１の呼受諾要求は、被発呼端末に、前記呼を通じさせるために、被発呼者
のために、第１の通信システムのユーザ識別子を取得させる、
請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　被発呼者は、第１の通信システムにおける発呼者のユーザ識別子を第２の通信システム
にリンクするアカウントを有し、それにより、発呼エンジンが第２のシステムのユーザで
ある発呼者のコンタクト相手にアクセスできるようにし、コンタクト相手は被発呼者を含
み、前記アカウントを通してアクセスされる第２の通信システムにおける被発呼者のユー
ザ識別子に基づいて、第１の呼確立要求は被発呼端末に送信される、
請求項４または５に記載の装置。
【請求項７】
　被発呼端末は前記呼を行うためクライアントアプリケーションがインストールされ、発
呼エンジンは、被発呼端末のクライアントアプリケーションがバックグラウンド状態にあ
り、呼を受けるためにバックグラウンド状態からウェークアップしなければならないとき
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、第１の呼確立要求を発呼端末に送信するように構成され、一旦ウェークアップすると、
リバース呼確立要求が受信される、
請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置は発呼者の端末である発呼端末に実装される、
請求項１ないし７いずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記装置はサーバにおいて実施され、
　発呼エンジンは、発呼者の端末である発呼端末から呼確立要求を受信し、第１の呼確立
要求の被発呼端末への送信に応じて、第２の呼確立要求を受信し、前記制限時間内に受信
すると、発呼者の代わりに呼を自動的に受諾し、呼を受諾すると、発呼端末と被発呼端末
との両方に呼受諾応答を送信する、
請求項１ないし７いずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　呼確立要求とそれに対応する呼受諾応答とを含む呼フローに基づき、発呼者と被発呼者
との間に、音声またはビデオ呼を確立するコンピュータプログラム製品であって、コンピ
ュータ読み取り可能記憶媒体に記憶され、実行されると、一以上の処理ユニットに
　第１の呼確立要求を受信した時、呼を受ける準備ができていない被発呼端末に第１の呼
確立要求を送信する、前記被発呼端末は被発呼者のユーザ端末である、ステップと、
　被発呼端末が呼を受ける準備ができると、呼受諾応答ではなく、前記呼に対するリバー
ス呼確立要求を被発呼端末から受信するステップと、
　リバース呼確立要求を制限時間内に前記被発呼端末から受信することを条件に、被発呼
端末に呼受諾応答を送信することにより、前記発呼者に代わって前記リバース呼確立要求
を自動的に受けるステップと、
を含む動作を実行させるように構成されたコードを有する、
コンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　インターネットなどのパケット交換ネットワーク上で様々なタイプの通信を実装でき、
これにはボイス・オーバー・ＩＰ（ＶｏＩＰ）などのパケットベースのボイスまたはビデ
オ呼及びインスタントメッセージング（ＩＭ）チャットセッションなどのテキストベース
の通信が含まれる。それぞれが異なるタイプの通信を用いる様々な通信システムもある。
例えば、一通信システムはＶｏＩＰまたはＶｏＩＰとＩＭの両方を提供するが、他の一シ
ステムはＩＭのみを提供し、異なる非互換プロトコルによりＶｏＩＰを提供する。
【０００２】
　ネットワーク上で実装された異なる各通信システムは、それ自体のユーザグループ（ｓ
ｅｔ　ｏｆ　ｕｓｅｒｓ）（ユーザベース）を有し、これはユーザ名その他のユーザ識別
子の体系により識別される。異なる各通信システムは、それぞれのユーザベースのユーザ
のユーザ端末にインストールするクライアントアプリケーションを提供し、ユーザが通信
システムにアクセスできるようにする。例えば、ユーザは、例えば、自分のユーザ端末上
でＶｏＩＰまたはＶｏＩＰとＩＭを提供する第１の通信システムのクライアントアプリケ
ーションのインスタンスをインストールして、第１の通信システム内で自分を一意的に識
別するユーザ名その他の識別子を取得するため、第１の通信システムに登録する。ユーザ
は、この一意的な識別子（及び、潜在的に、パスワードや認証証明書などのその他の認証
情報）に基づき第１の通信システムにアクセスし、ユーザ名または識別子に基づき識別さ
れた他のユーザと、もし当該ユーザがユーザのコンタクト相手（ｃｏｎｔａｃｔ）となる
ことに同意していれば、通信できる。同様に、ユーザは、例えば、自分のユーザ端末上で
ＩＭのみを提供する第２の通信システムのクライアントアプリケーションのインスタンス
をインストールして、第２の通信システム内で自分を一意的に識別するユーザ名その他の
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識別子を取得するため、第２の通信システムに登録する。ユーザは、この一意的な識別子
（及び、潜在的に、パスワードや認証証明書などのその他の認証情報）に基づきアクセス
でき、第２の通信システムを用いてコンタクト相手と通信できる。
【０００３】
　ユーザは、二以上の異なる通信システムに登録し、それぞれのユーザ名または識別子を
有してもよい。通信システムに登録してユーザ名その他の識別子を取得したユーザは、そ
の通信システムにアカウント（多くの通信システムが無料なので、これは必ずしも金銭的
な意味ではない）を持つと言う。今日では、異なる通信システムのアカウントをリンクす
ることも可能である。例えば、第１の通信システムのユーザが、第２の通信システムのア
カウントも有し、これらのアカウントをリンクして、第２の通信システムのコンタクト相
手（ｃｏｎｔａｃｔｓ）が第１の通信システムのクライアントに見えるようにできる。ユ
ーザは、第１の通信システムのクライアントを用いて、第２の通信システムのコンタクト
のクライアントを介して、コンタクト相手と通信できる。
【０００４】
　このようなシナリオでは、一システム（例えば、ＶｏＩＰ）のユーザは、関連する通信
タイプを処理できるクライアントを有していない（例えば、今のところＩＭユーザである
ため、ＶｏＩＰ対応のクライアントをインストールしていない）他の一ユーザを発呼（ｃ
ａｌｌ）することを試みてもよい。この場合、呼を受けたユーザ（被発呼者）には、呼を
受けられるようにするため、ＶｏＩＰアプリケーションのインスタンスをダウンロードし
インストールする（例えば、自分のウェブブラウザにプラグインするプラグインアプリケ
ーションをインストールする）オプションが与えられる。その間にも、発呼しているユー
ザ（発呼者）は、被発呼者が新しいプラグインをインストールしており、インストールが
完了したら折り返し発呼する旨のメッセージを提示されるだけである。
【０００５】
　一般的に、被発呼者の端末が着呼を受ける準備ができていない理由は他にもある。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示によると、発呼者と被発呼者との間に、呼確立要求とそれに対応する呼受諾応答
とを含む呼フローに基づいて、音声またはビデオ呼を確立する。例えば、これはＶｏＩＰ
呼、またはパケット交換ネットワーク上での他のパケットベースの音声またはビデオ呼で
あってもよい。第１の呼確立要求が、この第１の呼確立要求の受信時に、この呼を受諾す
る準備ができていない被発呼端末（被発呼者のユーザ端末）に送信される。例えば、被発
呼端末は、呼を行う前に、プラグインなどの補足的ＶｏＩＰアプリケーションをダウンロ
ード及び／またはインストールしなければならず、またはバックグラウンド状態からウェ
ークアップしなければならない。
【０００７】
　しかし、被発呼端末が呼を受諾する準備ができると、呼受諾応答ではなく、呼に対する
リバース呼確立要求を被発呼端末から受信する。これを処理するため、発呼端末（発呼者
のユーザ端末）において実施される適切に構成された発呼エンジンを設ける。この発呼エ
ンジンは、発呼者に代わってリバース呼確立要求を自動的に受諾するが、リバース呼確立
要求を一定の制限時間内に被発呼端末から受信（ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ｂａｃｋ）したこと
を条件とするように構成される。そうすると、被発呼端末に呼受諾応答のインスタンスを
送信することにより、呼が受諾される。呼は関連ネットワーク上で行われ得る。
【０００８】
　本欄では、発明の詳細な説明で詳しく説明するコンセプトの一部を選んで、簡単に説明
する。本欄は、特許を請求する主題の重要な特徴や本質的な特徴を特定するものではなく
、特許を請求する主題の範囲を限定するものでもない。請求項の主題は背景技術欄に記載
した欠点の一部または全部を解決する実施形態に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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　本開示をよく理解し、実施形態において本開示をどのように実施するか示すため、一例
として添付した図面を参照する。図面中、
【図１】通信ネットワークを示す概略図である。
【図２】ユーザ端末を示す概略ブロック図である。
【図３】発呼者のユーザ端末の要素を示す概略ブロック図である。
【図４】被発呼者のユーザ端末の要素を示す概略ブロック図である。
【図５】関連呼フローの模式的表現を含む通信ネットワーク上で実施されたリンクされた
２つの通信システムの要素を示す概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示の実施形態は、第１のユーザベースと、音声及び／またはビデオ呼及びＩＭチャ
ットへのアクセスを提供する第１の通信クライアントアプリケーションとに基づくインタ
ーネットなどのパケットベースネットワーク上で実施される第１の通信システムと、第２
のユーザベースと、それ自体はＩＭチャットへのアクセスのみを提供する（または、少な
くとも、それ自体は音声またはビデオ呼へのアクセスは提供しない、またはそれ自体は第
１の通信システムと互換性を有する音声またはビデオ呼へのアクセスを提供しない）第２
の通信クライアントアプリケーションとに基づくパケットベースネットワーク上で実施さ
れる第２の通信システムとに関する。実施形態では、第２のＩＭのみに対応した（ＩＭ－
ｏｎｌｙ）システムはレガシー（ｌｅｇａｃｙ）ＩＭシステムであると考えられ、第２の
ＩＭのみに対応したクライアントはレガシーＩＭクライアントであると考えられる（Ｖｏ
ＩＰとＩＭを両方とも扱う第１の通信システム及び第１のクライアントとは対照的である
）。
【００１１】
　例えば、遠端でプラグインをダウンロードすることが必要であるため、すぐには呼を受
けられないエンドポイントを第１のクライアントが発呼した場合、遠端クライアントは、
バックグラウンド化（ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｅｄ）され、第１のクライアントから呼要求
を受信するのに応じて、リバース呼（ｒｅｖｅｒｓｅ　ｃａｌｌ）確立要求を送信する。
第１のクライアントにおいて、リバース呼要求を受信すると、そのリバース呼要求メッセ
ージを所定時間内に受信したときには、自動的にその呼を受け付け、元の発呼者により開
始された呼セットアップフロー中に、認証情報チェックとダウンロードを行う。
【００１２】
　実施形態では、レガシーＩＭユーザはＶｏＩＰクライアントにアップグレードするよう
に勧誘される。ＶｏＩＰクライアントは、主要なコンシューマー向けの機能が充実した通
信アプリケーションとなる。ネットワークの社会的中心が動くと、ＩＭの世界はこれらの
ハブコンタクト相手とのオーディオ・ビデオ機能を事実上失う。そうすると、（すべての
ユーザが移行するまで、劣っていると見なされるので）残りのネットワークの崩壊、不要
な混乱、移行割合の低下などにつながる。統合サービスは、不都合な点を制限する役に立
ち、第１のＶｏＩＰ通信システムへの移行を加速する。これは、移行したユーザでもレガ
シーＩＭユーザに発呼（ｃａｌｌ）できるというウェブベースの発呼体験を提供すること
により、行える。
【００１３】
　統合サービスは、以前ＶｏＩＰを使っていなかったユーザや、以前は第１の通信システ
ムのユーザでなかったユーザが、ブラウザをプラグインとともに用いて、ビデオ及びオー
ディオの呼をできるようにする。この体験によりユーザはフルクライアントをダウンロー
ドして使うよう促される。既存のＶｏＩＰクライアントのユーザは、話したいと思う、Ｉ
Ｍシステムメッセージングクライアントのコンタクト相手もいるかも知れない。高レベル
では、ＶｏＩＰユーザ（招待主すなわち発呼者）は、コンタクト相手がオンラインである
とわかり、一定の条件がそろうと、コンタクト相手とビデオ呼を開始することができなけ
ればならない。コンタクト相手（被招待者すなわち被発呼者）は、適当なＶｏＩＰクライ
アントがアクティブでない場合、ウェブブラウザを用いて発呼できるプラグインのダウン
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ロードをトリガーしインストールするＵＲＬを送信できる。
【００１４】
　図１は、第１と第２の通信システムを実装できるパケット交換ネットワーク１０１を、
実施形態ではインターネット等のワイドエリアインターネットワークを示す図である。ネ
ットワーク１０１は、一以上の第１のサーバ１０４ｉを有する第１の通信システムのイン
フラストラクチャと、一以上のサーバ１０４ｉｉを有する第２の通信システムのインフラ
ストラクチャとを有する。また、ネットワーク１０１に接続されて、第１のユーザ端末１
０２ａと第２のユーザ端末１０２ｂを含む複数のユーザ端末がある。各ユーザ端末は、例
えば、デスクトップコンピュータの、または携帯電話、タブレット、またはラップトップ
コンピュータなどの携帯ユーザ端末の形式である。図１にはタブレットとラップトップを
示したが、これは例示を目的としたものであり、それぞれはどんな種類のユーザ端末であ
ってもよい。下記の例を目的として、第１のユーザ端末１０２ａは（発呼者の）発呼端末
であり、第２のユーザ端末１０２ｂは（被発呼者の）被発呼端末である。
【００１５】
　図２は、ユーザ端末１０２を示すブロック図であり、第１のユーザ端末１０２ａと第２
のユーザ端末１０２ｂに見いだされるコンポーネントを示している。ユーザ端末１０２は
、一以上の実行部を有するプロセッサ２０４の形式の処理装置と、電子的記憶媒体及び／
または磁気的記憶媒体などの一以上の記憶媒体を有するメモリ２０２の形式の記憶手段と
を有する。ユーザ端末１０２は、複数の入出力（Ｉ／Ｏ）デバイス、すなわち、例えばマ
イクロホン２０８、スピーカ２１０、ビデオカメラ２１４及び／または画面２１４など（
それぞれ端末１０２の内部または外部にあるもの）も有する。さらに、ユーザ端末１０２
は、他のユーザ端末１０２と、及び第１と第２の通信システムのサーバ１０４ｉ、１０４
ｉｉと、パケット交換ネットワーク１０１により通信する一以上の送受信デバイスを有す
る。一以上の送受信デバイスは、無線ローカルエリアネットワークの無線ルータ無線アク
セスポイントを介してネットワーク１０１に接続するＷｉＦｉその他の短距離ローカル送
受信器２０８と、電話の地上通信線またはケーブル接続などの有線接続を介してネットワ
ーク１０１に接続する内部モデム２１６と、セルラ基地局（ｎｏｄｅＢと呼ぶこともある
）を介してネットワーク１０１に接続する３ＧＰＰ送受信器などのセルラ送受信器と、外
部モデムを介してネットワーク１０１に接続するＵＳＢインタフェースその他の外部イン
タフェースとのうちの一以上を有し得る。メモリ２０２、Ｉ／Ｏデバイス２０８，２１０
，２１２，２１４，及び一以上の送受信器２０６，２１６，２１８，２２０は、それぞれ
プロセッサ２０４と動作可能に結合している。
【００１６】
　メモリ２０２は、プロセッサ２０４で実行されるように構成されたコンピュータ読み取
り可能コードを記憶している。これには、オペレーティングシステムと、そのオペレーテ
ィングシステムの制御下で実行され、一般的にはオペレーティングシステムにより実行の
スケジューリングがされる一以上のアプリケーションとが含まれる。第１と第２の端末１
０２ａ、１０２ｂのそれぞれにおいて、それぞれのメモリ２０２は、パケット交換ネット
ワーク１０１により、例えば、インターネットにより実装された通信システムを用いて他
のユーザ端末と通信する少なくとも１つの通信クライアントを有する。
【００１７】
　図３は、第１のユーザ端末１０２ａ上で実行されるように構成されたオペレーティング
システムとアプリケーションを例示している。第１の端末１０２ａは、オペレーティング
システム３０２と、そのオペレーティングシステム３０２の制御下で実行される、第１の
通信システムの通信クライアントアプリケーションである第１のクライアントアプリケー
ション３１０のインスタンスと、任意的に、一以上の他のアプリケーション３０４、例え
ば、ウェブブラウザ、電子メールクライアント、及び／またはビデオゲームとを有する。
アプリケーション３０４、３１０は、オペレーティングシステム３０２により第１の端末
１０２ａのプロセッサ２０４上で実行するスケジューリングがされ、例えば、複数のアプ
リケーションが、インターリーブされ、及び／またはプロセッサの異なるスレッドまたは
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実行ユニットを用いて、並行して実行されるようスケジューリングされる。
【００１８】
　第１のクライアント３１０は、パケット交換ネットワーク１０１により音声及び／また
はビデオの符号化と伝送をするためのユーザインタフェース（ＵＩ）レイヤ３１６、クラ
イアントエンジン３１４、及びオーディオ及び／またはビデオ（Ａ／Ｖ）レイヤを有する
。例えば、Ｈ２６３やＨ２６４などの適当な符号化標準を用いて符号化し、ＶｏＩＰなど
の適当なパケットベースの方法を用いて伝送するため、符号化したビデオをパッケージン
グする。クライアントエンジン３１４は、少なくとも、第１の通信システムを用いて他の
ユーザ端末と呼を確立するための呼設定シグナリング（ｃａｌｌ　ｓｅｔ－ｕｐ　ｓｉｇ
ｎａｌｌｉｎｇ）をする役割を果たす発呼エンジンを有する。発呼エンジンは、２つの区
別できるメッセージタイプ（呼確立要求（ｃａｌｌ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｒｅ
ｑｕｅｓｔ）とそれに対応する呼受諾応答（ｃａｌｌ　ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ　ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ））を用いる呼確立イベントの発呼フロー（ｃａｌｌ　ｆｌｏｗ）を確定する呼
設定プロトコルで設定されている。
【００１９】
　クライアントエンジン３１４とＡ／Ｖレイヤ３１２とを用いて、第１のユーザ端末１０
２ａ上で実行された第１のクライアント３１０は、第１の通信システム（例えば、ＶｏＩ
Ｐ）を用いて、第１の端末１０２ａの送受信器２０６、２１６、２１８、２２０のうちの
１つと、パケット交換ネットワーク１０１とを介して、他のユーザ端末上のクライアント
と通話（ｃａｌｌｓ）できる。すなわち、ライブの、リアルタイムの通話（ｐｈｏｎｅ　
ｃａｌｌｓ）をできる。以下、ＶｏＩＰについて説明するが、言うまでもなくこれは単な
る例である。
【００２０】
　実施形態では、第１のクライアント３１０がＩＭと音声及びビデオ通話（ｖｏｉｃｅ　
ａｎｄ　ｖｉｄｅｏ　ｃａｌｌｓ）の機能も有しているとき、クライアントエンジンは、
第１の通信システムを用いてＩＭシグナリングするためのプロトコル（第２の通信システ
ムのＩＭと互換性を有していてもよいが、必ずしも互換である必要はない）も有する。
【００２１】
　さらに、第１のＶｏＩＰクライアント３１０のクライアントエンジン３１４は、タイマ
ー３１７を有し、その機能は後で詳細に説明する。
【００２２】
　図４は、第２のユーザ端末１０２ｂ上で実行されるように構成されたオペレーティング
システムとアプリケーションを例示している。第２の端末１０２ｂは、オペレーティング
システム３１８と、そのオペレーティングシステム３１８の制御下で実行される、（第２
の通信システムの通信クライアントアプリケーションである）第２のクライアントアプリ
ケーション３２０のインスタンスと、任意的に、ウェブブラウザ３２４、補足的ＶｏＩＰ
アプリケーション（ＶｏＩＰプラグインなど）、及び／またはその他の一以上のアプリケ
ーション３２６（電子メールクライアント及び／またはビデオゲームなど）を有する。ア
プリケーション３２０、３２２、３２４、３２６は、オペレーティングシステム３１８に
より第２の端末１０２ｂのプロセッサ２０４上で実行するスケジューリングがされ、例え
ば、複数のアプリケーションが、インターリーブされ、及び／またはプロセッサの異なる
スレッドまたは実行ユニットを用いて、並行して実行されるようスケジューリングされる
。
【００２３】
　第２のユーザ端末１０２ｂのプロセッサ２０４上で実行された時、第２のクライアント
は、第２のユーザ端末１０２ｂの送受信器２０６、２１６、２１８、２２０のうちの１つ
と、パケット交換ネットワーク１０１とを介して、第２の通信システム（例えば、レガシ
ーＩＭシステム）により、他のユーザ端末と、ライブ通話（ｌｉｖｅ　ｃａｌｌｓ）以外
に通信（ＩＭチャットセッションなど）をできる。以下、ＩＭについて説明するが、言う
までもなくこれは単なる例である。
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【００２４】
　補助的ＶｏＩＰアプリケーション３２２は、最初は無かったりアクティブでなかったり
するが、第１の端末１０２ａからの呼要求の着信（ｉｎｃｏｍｉｎｇ　ｃａｌｌ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）に応じて、ダウンロード及び／またはインストールできる。補足的ＶｏＩＰア
プリケーション３２２は、第１のクライアント３１０のものと互換性を有する発呼エンジ
ンとＡ／Ｖレイヤとを有し、第２のユーザ端末１０２ｂ上にインストールされ実行された
時、第１の通信システムを用いて、それぞれの送受信器とパケット交換ネットワーク１０
１とを介して、他のユーザ端末上のクライアントと、一以上のライブの音声またはビデオ
通話を行える。これは、少なくとも、第１の端末１０２ａ上の第１のクライアント３１０
とのライブの音声またはビデオ通話（ｖｏｉｃｅ　ｏｒ　ｖｉｄｅｏ　ｃａｌｌ）を含む
が、実施形態では、補足的ＶｏＩＰクライアント３２２も第２の端末１０２ｂのユーザに
他の端末の他のユーザと通話できるようにするように構成され、着信（ｉｎｃｏｍｉｎｇ
　ｃａｌｌ）によりトリガーされたインストールの後に、このユーザとそのユーザ端末１
０２ｂは、第２の通信システムに加えて（またはその替わりに）第１のＶｏＩＰ通信シス
テムに組み込まれる。実施形態では、補足的ＶｏＩＰアプリケーション３２２は、第２の
端末１０２ｂ上のアプリケーション（例えば、ウェブブラウザ２２４など）へのプラグイ
ンとして提供されるが、スタントアロンアプリケーションでもよい。以下、ウェブブラウ
ザ３２４へのプラグインに関して説明するが、言うまでもなくこれは単なる例である。
【００２５】
　ここで図５を参照する。図５は、第１と第２の通信システム間の統合に関わる様々な要
素を示すブロック図であり、これらのコンポーネントに関連する対応呼フロー（ｃａｌｌ
　ｆｌｏｗ）も示している。
【００２６】
　第１の通信システムのインフラストラクチャは、第１の通信システムの一以上のサーバ
１０４ｉ上に実装される統合サービス（ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｉｃｅ）５０
２と、実施形態では第１の通信システムの一以上のサーバ１０４ｉ上に実装される呼イン
フラストラクチャ５０４とを有する。別の一実施形態では、呼インフラストラクチャは、
その他の複数のユーザ端末１０２に分散したピア・ツー・ピアインフラストラクチャとし
て、またはサーバベース及びピア・ツー・ピアのトポロジを組み合わせて（ｍｉｘ）実装
できる。しかし、一実施形態として、以下、呼インフラストラクチャ５０４について完全
にサーバベースのトポロジに関して説明する。
【００２７】
　統合サービス５０２と呼インフラストラクチャ５０４はそれぞれ、パケット交換ネット
ワーク１０２と、第１のユーザ端末１０２ａの送受信器２０６、２１６、２１８、２２０
のうちの１つとを介して、第１のユーザ端末１０２ａ上の第１のＶｏＩＰクライアント３
１０のクライアントエンジン３１４に、動作可能に結合されている。統合サービス５０２
は、パケット交換ネットワーク１０１と、第２のユーザ端末１０２ｂの送受信器２０６、
２１６、２１８、２２０のうちの１つとを介して、第２のユーザ端末１０２ｂ上の第２の
レガシーＩＭクライアント３２０に動作可能に結合されている。呼インフラストラクチャ
５０４は、インストールされると、パケット交換ネットワーク１０２と、第２のユーザ端
末１０２ｂの送受信器２０６、２１６、２１８、２２０のうちの１つとを介して、第２の
ユーザ端末１０２ｂ上のＶｏＩＰプラグイン３２２に動作可能に結合されている。
【００２８】
　第２の通信システムのインフラストラクチャは、第２の通信システムの一以上のサーバ
１０４ｉｉに実装されたレガシーＩＭサーバシステムを有する。レガシーＩＭサーバシス
テムは、パケット交換ネットワーク１０１と第１のユーザ端末１０２ａの送受信器２０６
、２１６、２１８、２２０のうちの１つとを介して、第１のユーザ端末１０２ａ上の第１
のＶｏＩＰクライアント３１０のクライアントエンジン３１４に動作可能に結合され、パ
ケット交換ネットワーク１０１と第２のユーザ端末１０２ｂの送受信器２０６、２１６、
２１８、２２０のうちの１つとを介して、第２のユーザ端末１０２ｂ上の第２のレガシー
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ＩＭクライアント３２０に動作可能に結合される。
【００２９】
　これらの要素が実行するように構成される動作を、図５に示したステップＳ１０ないし
Ｓ７０を参照して、例として説明する。
【００３０】
　ステップＳ１０の始めに、被発呼者（ｃａｌｌｅｅ）は、例えば、オペレーティングシ
ステム３０２のデスクトップ上で実行されている第１のユーザ端末１０２ａ上の第１のＶ
ｏＩＰクライアント３１０にログインする。被発呼者は、第１の通信システムの自分のユ
ーザ名その他のユーザ識別子（及びパスワードなどのその他の任意の認証情報）を含む、
第１のＶｏＩＰ通信システムの自分の認証情報（ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌｓ）でログインで
きる。
【００３１】
　被発呼者は、第２のレガシーＩＭ通信システムにリンクしたＶｏＩＰ通信システムに自
分のアカウントを有している。実施形態では、これは、レガシーＩＭシステムにおいてユ
ーザ名またはその他の識別子を有する発呼者も含み、ＶｏＩＰシステムの発呼者のユーザ
名または識別子と、レガシーＩＭシステムにおける同じ発呼者のユーザ名または識別子と
の間にはマッピングが設けられている。発呼者のＶｏＩＰアカウントはレガシーＩＭシス
テムにリンクされているので、これによりＶｏＩＰクライアント３１０は、レガシーＩＭ
システムにおける被発呼者のコンタクト相手リストにアクセスできる。発呼者のＶｏＩＰ
クライアント３１０は、それらのコンタクト相手のプレゼンス情報（ｐｒｅｓｅｎｃｅ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）にもアクセスできる。プレゼンス情報は、どのコンタクト相手
がオンラインまたはオフラインか、または連絡不可（ｕｎａｖａｉｌａｂｌｅ）を選択し
ているかを示す。実施形態では、プレゼンス情報は、呼フローで用いる他の情報も含む。
これは後で詳しく説明する。ＩＭレガシーシステムのユーザ識別子、コンタクト相手リス
ト、アカウントをリンクするマッピング、及び／またはプレゼンス情報は、レガシーＩＭ
サーバシステム１０４ｉｉに記憶され、発呼者のＶｏＩＰクライアント３１０によりそこ
からアクセスすることができる。
【００３２】
　このように、ステップＳ１０において、第１の端末１０２ａ上の発呼者のクライアント
アプリケーション３１０は、レガシーＩＭサーバシステム１０４ｉｉにアクセスして、レ
ガシーＩＭシステムから一以上のコンタクト相手のユーザ名またはその他の識別子と、任
意的に一以上のコンタクト相手のプレゼンス情報の一部または全部を取得する。
【００３３】
　ステップＳ２０において、発呼者は、レガシーＩＭシステム上にいる一以上のコンタク
ト相手、すなわち被発呼者の１人と話すことを選択する。それがトリガーになり、発呼者
のクライアント３１０が、ネットワーク１０１を介して統合サービス５０２にシグナリン
グし、呼要求リファレンス（ｃａｌｌ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）を生成す
る。これは、統合サービス５０２において少なくとも一時的に記憶され、被発呼者の端末
１０２ｂ上のレガシーＩＭクライアント３２０に対して利用可能にされる。
【００３４】
　ステップＳ３０において、また発呼者のクライアント３１０は、第１の呼確立要求を、
被発呼者の端末１０２ｂ上のレガシーＩＭクライアント３２０に送信する。実施形態では
、この第１の呼確立要求は、ネットワーク１０１により、レガシーＩＭサーバシステム１
０４ｉｉを介して送信でき、または代替的に、ネットワーク１０１により直接送信しても
よい。
【００３５】
　実施形態では、発呼者の端末１０２ａ上の発呼者クライアント３１０により生成された
第１の呼確立要求は、被発呼者端末１０２ｂ上のレガシーＩＭクライアント３２０を、プ
ラグイン３２２などの補足的ＶｏＩＰアプリケーションをダウンロード及び／またはイン
ストールさせるように構成された特性を有する。これは、被発呼者端末がプラグイン３２
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２を取得できるネットワークアドレスを指定する、第１の呼確立要求中に含まれるリンク
（例えば、インターネットアドレスを指定するＵＲＬなどのパケット交換ネットワーク１
０１上のアドレスを（この場合、ＤＮＳなどの適当なアドレスルックアップを介して代わ
りに）指定するリンク）により行える。発呼者端末１０２ａの発呼者クライアント３１０
によりリンクを直接挿入してもよいし、発呼者端末から送信された第１の呼要求が、レガ
シーＩＭサーバシステム１０４ｉｉに適当なリンクを挿入させる信号を含んでいてもよい
。別の一実施形態では、被発呼者クライアント３２２または端末１０２ｂがプラグインの
ロケーションを事前に知っていれば、リンクは必要ない。他の一実施形態では、ダウンロ
ードは必要ないかも知れない。例えば、被発呼者端末１０２ｂには潜在的にまだインスト
ールされていないプラグイン３２２がすでに記憶されていて、被発呼者端末１０２ｂ上で
実行するためには、インストール（例えば、解凍も含む）だけすればよく、ダウンロード
しなくてもよいかも知れない。
【００３６】
　被発呼者端末１０２ｂにおいて第１の呼確立要求を受信した時、ダウンロード及び／ま
たはインストール（ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ）の起動は完全に自動であってもよいし、
ユーザにＶｏＩＰプラグイン３２２をダウンロード及び／またはインストールをするかマ
ニュアル選択するように問うプロンプトの表示を含んでいてもよい。マニュアルプロンプ
トの場合、これは被発呼者が呼に応えたいか問うプロンプトと同じであってもよい。被発
呼者のレガシーＩＭクライアント３２０は、第１の呼確立要求に適宜反応するように構成
されている。
【００３７】
　ステップＳ４０において、被発呼者は、（マニュアルプロンプトが関わる場合）クリッ
クするか、その他の方法で、第１の呼確立要求により起動された動作（ａｃｔｉｖｉｔｙ
）を選択する。これにより、レガシーＩＭシステムにログインし、発呼者と被発呼者に関
する識別子情報を有するＩＭクライアント３１０中の内部ブラウザが開く。あるいは、ダ
ウンロード及び／またはインストールは、被発呼者からのマニュアル入力を必要とせずに
、完全に自動で生じてもよい。
【００３８】
　実施形態では、発呼者クライアントからの第１の呼確立要求は、第１のＶｏＩＰ通信シ
ステム中の被発呼者のユーザ名またはその他の識別子の生成を起動するように構成され、
それにより被発呼者がＶｏＩＰ通信システムにアクセスで、（少なくとも発呼者と）通話
をできる特性を有するように構成されていている。再び、この起動は、被発呼者クライア
ント３２０による第１の呼確立要求の受信時に完全に自動的に行われても良いし、被発呼
者に提示されるマニュアルユーザプロンプトを介して行われても良い（例えば、これは、
ダウンロード及び／またはインストールをするか問うのと同じプロンプトであってもよい
し、被発呼者に、呼に応えたいか問うのと同じプロンプトであってもよいし、別のプロン
プトであってもよい）。ＶｏＩＰ通信システムにおいて被発呼者を識別する被発呼者の新
しい識別子は、レガシーＩＭシステムにおけるその被発呼者のアイデンティティ（ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ）にリンクしている（例えば、１０４ｉ及び／または１０４ｉｉなどのサーバ
におけるマッピングによる）。幾つかの実施形態では、新しい識別子は、自動的に生成及
びリンクされ、被発呼者はこれを見る必要はなく、両方のシステムで古いユーザ名または
識別子を、外見上シームレスに統合されたかのように、利用し続けることができる。
【００３９】
　ステップＳ５０において、被発呼者端末１０２ｂ上のブラウザ３２４は、統合サービス
５０２で、呼要求参照（ｃａｌｌ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）を確認（ｖｅ
ｒｉｆｙ）する。代替的実施形態では、統合サービス５０２で参照を確認するステップは
省略することもできるし、代替的な確認装置（ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ａｒｒａｎｇ
ｅｍｅｎｔｓ）を導入することもできる。
【００４０】
　必要な確認がうまくいけば、ステップＳ６０において、被発呼者端末１０２ｂでＶｏＩ
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Ｐプラグイン３２２がインストールされる。
【００４１】
　ステップＳ７０において、プラグイン３２２は、標準ＶｏＩＰ呼インフラストラクチャ
５０２を用いて、発呼者端末１０２ｂ上に発呼者ＶｏＩＰクライアント３１０に、コール
バック（ｃａｌｌ　ｂａｃｋ）を開始する。コールバックは、呼設定プロトコルの呼受諾
応答の返信は含まず、新しくインストールされたＶｏＩＰクライアント３２２から返送さ
れる他の呼設定プロトコルの呼確立要求を含む。実施形態では、プラグイン３２２は、前
のステップで取得した（例えば、ステップＳ３０の第１の呼設定要求に含まれていた、ま
たはステップＳ２０とＳ５０で提供された参照から取得した）、第１の通信システムにお
いて発呼者を識別するユーザ名その他の識別子に基づいて、発呼者端末１０２ａに要求を
送信できる。プラグイン３２２は、第１のＶｏＩＰ通信システムにおける発呼者のユーザ
名または識別子と、ユーザ名をアドレスにマッピングする呼インフラストラクチャ５０４
とを用いたアドレスルックアップ（ａｄｄｒｅｓｓ　ｌｏｏｋ　ｕｐ）に基づき、パケッ
ト交換ネットワーク１０１上の発呼者のネットワークアドレス（例えば、ＩＰアドレス）
を発見できる。このコールバックは、完全に自動的であっても、被発呼者の確認を求める
マニュアルプロンプトを含むものであってもよい。マニュアルプロンプトの場合、これは
、プラグイン３２２をダウンロード及び／またはインストールし、新しいユーザ名を生成
するのと同じプロンプトであってもよいし、被発呼者に、その呼に応えたいか問うのと同
じプロンプトであってもよいし、あるいは、別のプロンプトであってもよい。
【００４２】
　このように、発呼者端末１０２ａ上のＶｏＩＰクライアント３１０のクライアントエン
ジン３１４は、被発呼者端末１０２ｂ上のプラグイン３２２から、リバース呼（ｒｅｖｅ
ｒｓｅ　ｃａｌｌ）確立要求の返信を受ける。クライアントエンジン３１４は、呼設定（
ｃａｌｌ　ｓｅｔ－ｕｐ）を完了するため、これを受けなくてはならない。ここに開示し
た実施形態では、クライアントエンジン３１４は、タイマー３１７を有し、このタイマー
３１７を用いて、所定制限時間以内に被発呼者端末１０２ｂから返信されることを条件に
、リバース呼確立要求で指定された呼を自動的に受けるように構成されている。呼を受け
ると、発呼者クライアント３１０のクライアントエンジン３１４は、被発呼者端末１０２
ｂ上のプラグイン３２２に呼受諾応答（ｃａｌｌ　ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ　ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅ）を自動的に送信し、こうして呼が確立される。ＶｏＩＰクライアント３１０と３２
２はそれぞれ発呼者と被発呼者にこの趣旨の表示を出力するように構成されている。呼は
、関連するＩ／Ｏデバイス２０８、２１０、２１２及び／または２１４により進行する。
【００４３】
　実施形態では、この呼のセッションは、呼と同時に設定され、すなわち、セッション確
立要求と受諾応答が、それぞれリバース呼確立要求と呼受諾応答とともに交換される。
【００４４】
　プロセス中、例えば、被発呼者端末１０２ｂがプラグイン３２２をダウンロードしイン
ストールするのを待っている間に、実施形態では、発呼者クライアント３１０は、リバー
ス呼確立プロセスを含まない従来の電話発信でするように、同じ電話発信（「リンギング
」）メッセージまたはインジケーションを表示する。プロセスは被発呼者側でも自動化さ
れるので、呼に、他の呼と何らかの違いがあることを知る必要がある発呼者から完全に隠
すこともできる。例えば、発呼者は、被発呼者が新しいクライアント３２２をダウンロー
ドまたはインストールしており、または新しいユーザ名を生成していることを知る必要は
なく、システムは、発呼者に対して、通常の呼に対して被発呼者が応えるのを単に待って
いるように見せかける。
【００４５】
　所定制限時間は、発呼者またはそのＶｏＩＰクライアント３１０による呼フロー（ｃａ
ｌｌ　ｆｌｏｗ）の勧め（ｉｎｓｔｉｇａｔｉｏｎ）から、例えば、発呼者によるクライ
アント３１０のユーザインタフェースにおけるコントロールの選択から、またはクライア
ント３１０による第１の呼確立要求の生成または送信から、またはかかるイベントに関す
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る他の適当な時点から測る。所定制限時間は一定であってもよいし、発呼者により、また
は第１のＶｏＩＰ通信システムのプロバイダーにより設定された（例えば、クライアント
３１０のインタフェースを介して設定された）、設定であってもよい。実施形態では、制
限時間は３０秒ないし９０秒であり、これは一般的にユーザががまんできる範囲を表して
いる。一実施形態では、制限時間は６０秒である。
【００４６】
　発呼側の近端端末において他の着信呼要求を受信した場合、遠端はｒｅａｄｙではなく
、元の要求には単純なａｃｃｅｐｔａｎｃｅで応えられないので、第２の呼要求が、同じ
呼フローの一部として、一定の時間ウィンドウ内に到着すれば、近端端末により自動的に
受諾される。すなわち、発信元の発呼者は、コールバック要求を、所定時間内に受信すれ
ば、自動的に受諾し、発信元の発呼者には一回の呼設定の一部であるように見える。
【００４７】
　そうでなく、リバース呼確立要求を制限時間内に受け取らなければ、発呼者クライアン
ト３１０のクライアントエンジンは、呼をタイムアウト（ｔｉｍｅ　ｏｕｔ）とし、呼確
立の試みは失敗する。発呼者クライアント３１０は、発呼者に、その旨のメッセージその
他の表示を提示するように構成されていてもよい。実施形態では、発呼者には、単に被発
呼者が呼に応えなかったように見える。
【００４８】
　上記の通り、実施形態では、発呼者端末１０２ａ上のＶｏＩＰクライアント３１０のク
ライアントエンジン３１４は、被発呼者端末１０２ｂのプレゼンス情報にアクセスできる
。これは、被発呼者端末１０２ｂが現在、呼を受ける準備ができているかに関する情報を
含む。代替的または追加的に、プレゼンス情報は、被発呼者端末１０２ｂ上の第２のレガ
シーＩＭクライアント３２０が、リバース呼確立に基づき上で説明した種類のプロセスを
サポートしているか、例えば、プラグイン３２２へのリンク時に、または第１の呼確立要
求におけるかかる他の起動時に動作することができるか、またはかかるリンクまたは起動
は認識されない。
【００４９】
　かかるプレゼンス情報を用いて、発呼者端末上のクライアント３１０のクライアントエ
ンジン３１４は、その振る舞いを適宜適合するように構成され得る。例えば、プレゼンス
情報から被発呼者側が関連プロセスをサポートしていないと判断すると、被発呼者端末１
０２ｂにおいてプラグイン３２２のダウンロード及び／またはインストールを起動する上
記種類の第１の呼確立要求のインスタンスを送信する。他方、発呼者クライアント３１０
がプレゼンス情報から、かかるプロセスがサポートされていない、または被発呼者端末１
０２ｂが呼を受けられる（例えば、適当なＶｏＩＰクライアントがインストールされてい
る）ため、かかるプロセスが必要ないと判断すると、発呼者クライアント３１０は従来の
種類の呼確立要求を送信し得る。
【００５０】
　さらに別の代替的または追加的実施形態では、発呼者クライアント３１０は、プレゼン
ス情報から、コールバックプロセスがサポートされている、及び／または第１の要求が送
信された時に被発呼者端末が準備できていないと判断すると、自分の状態を適宜適合させ
られる。すなわち、被発呼者端末１０２ｂからメッセージを受信すると、タイミング条件
を適用することを含む自動受諾プロセスを適用することを知っている。他方、発呼者クラ
イアント３１０が、プレゼンスから、第１の要求が送信された時に、被発呼者端末の準備
ができている（例えば、適切なＶｏＩＰクライアントがすでにインストールされている）
と判断すると、被発呼者端末１０２ｂからメッセージを受信（ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ｂａｃ
ｋ）した時、自動受諾プロセスや時間条件は適用しない。
【００５１】
　言うまでもなく、上記の実施形態は単なる例として説明したものである。
【００５２】
　例えば、本開示は、被発呼者クライアントが、適切な音声またはビデオ発呼クライアン
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トアプリケーションをインストールされていないため、呼を受ける準備ができていない場
合には限定されない。他の一シナリオでは、発呼者と被発呼者がそれぞれのユーザ端末に
インストールされた同じ通信システムのクライアントのインスタンスを有していても（例
えば、両者が互換性のあるＶｏＩＰクライアントを有していても）、発呼者は、被発呼者
がバックグラウンド状態にあり、その呼をすぐには取れない時に、発呼を試みるかも知れ
ない。オペレーティングシステムは、その制御下で通信クライアントなどのアプリケーシ
ョンが実行されるが、アプリケーションをバックグラウンド状態にして、それによりアプ
リケーションの実行が停止され、またはフォアグラウンド（ｆｏｒｅｇｒｏｕｎｄ）状態
と比較して限られた数の処理サイクルしか割り当てられない。この状態では、通信クライ
アントは、ネットワークポートにアクセスしない。すなわち、入来する呼確立要求を受け
取ることができず、または入来する呼確立要求を処理するリソースを有しない。
【００５３】
　よって、他の実施形態では、被発呼者端末は、すでに音声またはビデオクライアント（
例えば、ＶｏＩＰクライアント）のインスタンス全部がインストールされているが、この
クライアントアプリケーションは、停止され、またはフォアグラウンド状態と比較して限
られた数のプロセッササイクルをスケジューリングされるバックグラウンド状態（一般的
には、アプリケーションが実行されているオペレーティングシステムによりそのアプリケ
ーションはこの状態にされる）になっているため第１の呼確立要求の時に呼を受けること
ができない。例えば、被発呼者クライアントは、フルスクリーンアプリケーション（例え
ば、ビデオゲーム）などの他のアプリケーションを優先して、または被発呼者端末がスタ
ンバイモードにパワーダウンされている間に、停止または抑制される。かかるシナリオで
は、被発呼者クライアントは、呼を受けることができるようになる前に、ウェークアップ
しなければならない。実施形態では、第１の呼確立要求は、被発呼者のクライアントが発
呼者端末上の発信クライアントにリバース呼確立要求を送信（ｓｅｎｄ　ｂａｃｋ）する
のに応じて、被発呼者の音声またはビデオ呼クライアントに、バックグラウンド状態から
ウェークアップさせる。
【００５４】
　かかる実施形態では、第１の呼確立要求は、オペレーティングシステムのプッシュ通知
サービス（ｐｕｓｈ　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を介してプッシュ通
知のペイロードで配信でき、またはプッシュ通知サービスのプッシュ通知を少なくとも利
用して、被発呼クライアントをウェークアップする。プッシュ通知サービスは、プッシュ
通知要求が発呼者クライアントなどの他の要素により送信されたときに、ウェークアップ
させるバックグラウンド状態のアプリケーションをトリガーする目標オペレーティングシ
ステムへのプッシュ通知を生成する、オペレーティングシステムのプロバイダーにより提
供される、またはサポートされるネットワーク要素である。幾つかの場合に、プッシュ通
知サービスは、ウェークアップ時にアプリケーションに配信できるペイロードを有する拡
張プッシュ通知（ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　ｐｕｓｈ　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）をサポー
トできる。あるいは、バックグラウンド状態化されたクライアントにまだネットワークポ
ートまたは、要求を受ける（ｌｉｓｔｅｎ）するのに十分なリソースが割り当てられてい
る場合、サーバ１０４ｉまたは１０４ｉｉを介して第１の呼確立要求を配信できる。
【００５５】
　他の一変形例では、被発呼者は、第１の通信システムの音声またはビデオ呼クライアン
トをインストールされているが、そのクライアントにはログインしておらず、例えば、Ｉ
Ｍシステムなどの第２の通信システムのクライアントにログインしているだけである。そ
の場合、被発呼者がログインすると、リバース呼確立メッセージが送信される。第１の呼
確立メッセージは、被発呼者端末をトリガーして、被発呼者にログインするように促す。
【００５６】
　さらに、上記の説明は、発呼者端末１０２ａのクライアント３１０において実施される
自動受諾プロセスに関するものである。しかし、別の実施形態では、一以上の通信システ
ムの一以上のサーバ１０４ｉ及び／または１０４ｉｉなどの中間ネットワーク要素におい



(14) JP 2015-535414 A 2015.12.10

10

20

30

40

50

て実施することもできる。かかる代替案では、中間サーバは、第１の呼確立要求を発呼者
端末から受信し、それを被発呼者端末に転送し、サーバで、リバース呼確立要求を受信し
、時間条件と自動受諾とをこれに適用する。この中間サーバは、制限時間内に受信すると
、呼受諾応答のインスタンスを、発呼者端末と被発呼者端末に送信することにより、呼設
定を完了する。
【００５７】
　さらに別の実施形態では、第２の通信システムは必ずしもＩＭだけではない。例えば、
被発呼者端末は、第１のシステムと互換性がないレガシーＶｏＩＰのクライアントを有し
てもよい。また、実施形態では、ＩＭ「のみ」とは、ＶｏＩＰを除くことを意味し、ファ
イル転送などのその他の通信形式を排除する必要はない（ユーザ間の他のすべての通信形
式を排除することも可能である）。
【００５８】
　統合サービス５０２は、第１のＶｏＩＰ通信システムのインフラストラクチャの一部と
して上で説明したが、別の実施形態では、統合サービス５０２は、（もしあれば）第２の
レガシーＩＭシステムのインフラストラクチャの一部であると考えても良いし、または２
つのシステムのインフラストラクチャ間で共有されても良いし、第三者により提供されて
もよい。
【００５９】
　さらに、ノードＡとＢの間で（例えば、ユーザ端末間またはサーバとユーザ端末間で）
呼確立要求または呼受諾応答などのメッセージを送信することは、メッセージの本質的な
意味または機能が搬送される限り、メッセージの形式をそれらのノード間で修正したり変
換したりできないことを意味するものではない。
【００６０】
　一般的に、ここに説明する機能はどれも、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェ
ア（例えば、固定的な論理回路）、またはこれらの組合せで実装できる。ここで用いる「
モジュール」、「機能」、「コンポーネント」及び「ロジック」との用語は、一般的に、
ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアまたはこれらの組み合わせ
を表す。ソフトウェア実装の場合、モジュール、機能、またはロジックは、プロセッサ（
例えば、ＣＰＵ）により実行された時、タスクを実行するプログラムコードを表す。プロ
グラムコードは、一または複数のコンピュータ読み取り可能メモリデバイスに格納できる
。下記の手法の特徴は、プラットフォームに依存しない。すなわち、これらの手法は様々
なプロセッサを有する様々な商業的コンピューティングプラットフォームで実装し得る。
【００６１】
　例えば、ユーザ端末は、例えば、プロセッサ、機能ブロックなどのそのユーザ端末のハ
ードウェアに動作を実行させるエンティティ（例えば、ソフトウェア）を含んでいてもよ
い。例えば、ユーザ端末は、そのユーザ端末に、より具体的にはそのユーザ端末のオペレ
ーティングシステム及び関連ハードウェアに動作を実行させる命令を保持するように構成
されたコンピュータ読み取り可能媒体を含んでもよい。このように、命令は、動作を実行
するようにオペレーティングシステム及び関連ハードウェアを設定するように機能し、こ
のようにオペレーティングシステム及び関連ハードウェアが機能を実行するように変換す
る。命令は、異なる様々な構成により、コンピュータ読み取り可能媒体によりユーザ端末
に提供される。
【００６２】
　コンピュータ読み取り可能媒体のかかる一構成は、信号搬送媒体であり、ネットワーク
などを介してコンピューティングデバイスに命令を（例えば、搬送波のように）伝送する
ように構成される。また、コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピュータ読み取り可能
記憶媒体として構成でき、信号搬送媒体ではない。コンピュータ読み取り可能記憶媒体の
例には、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、光ディス
ク、フラッシュメモリ、ハードディスクメモリ、及びその他のメモリデバイスであって磁
気、光、その他の技術を用いて命令その他のデータを記憶するものが含まれる。
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【００６３】
　本主題を個別の構造的特徴及び／又は方法動作を用いて説明したが、言うまでもなく、
添付した特許請求の範囲に規定する主題は、上記の特定の特徴や動作には必ずしも限定さ
れない。上記の特定の特徴や動作は、請求項を実施する形式例を開示するものである。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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